
2020 年 10 月 7 日 

 

お客さま各位 

 

 

Go To トラベル事業「地域共通クーポン」店舗登録のご案内 

 

 国の観光関連産業振興策として、旅行代金の『35％割引』が先行実施されているのは 

ご承知のことと存じます。加えて、10 月 1 日より観光地における消費拡大を目的とした

「地域共通クーポン」の配付が始まりました。 

Go To トラベルはホテルや旅館、旅行会社だけでなく、小売店・飲食店・交通・レジャー・ 

観光関連施設にもメリットがあります。それが「地域共通クーポン｣であり、共通ギフト券  

のようなものです。 

 取扱対象店舗となるには、店舗が自ら申請登録をする必要があります。登録される店舗

が多いほど旅行者はクーポンを使いやすくなり、店舗は売上げ増加が期待でき、結果的に

地域の消費拡大につながります。 

 

 

クーポン取扱店舗として”Go To トラベル”に参加して、 

地域の観光を盛り上げましょう！ 
 

 

●お問い合わせ先 

  Go To トラベル事務局コールセンター 

   TEL 0570-017-345 または 03-6747-3986 （受付時間 10 時～19 時 ※年中無休） 

 

●Go To トラベル「地域共通クーポン」の申請方法はこちらから 

         https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/ 

 

 

 

 

 

 

 
 


